
 

経団連との懇談会における大臣講演 

～新しい経済外交のフロンティア～ 

（３月１１日（月）７：３５～８：００） 

 

冒頭発言 

十倉会長、御出席の皆様、外務大臣の上川陽子です。 

 

●本日、皆様の前で講演する機会をいただき、大変光栄

です。まずは、外務省の取組に対する経団連の皆様の

日頃の支援に感謝申し上げます。 

 

●先月の「日・ウクライナ経済復興推進会議」に際して

は、経団連に多大な御協力をいただきました。官民合

わせて計５６本の協力文書を署名するなど、オール

ジャパンとして真剣にウクライナを力強く支援して

いく姿勢を示すことができ、ウクライナ側のみなら

ず、その後に会談した各国外相からも高い評価が伝

えられていることをご報告いたします。十倉会長を

はじめ、会員の皆様へ、改めて厚く御礼申し上げます。 

 

情勢認識 

●「今の世界は歴史の転換点にある」という認識は、岸

田総理をはじめとする多くの関係者が述べられ、広

く共有されてきたと思います。米中の国家間競争は、

国際社会の基調をなしていると言っても良いでしょ
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う。ロシアによるウクライナ侵略は世界のサプライ

チェーンに大きなインパクトを与え、特にエネルギ

ー、食料については負の影響を及ぼしています。我々

は忘れがちかもしれませんが、コロナのパンデミッ

クの際には、国家が前面に乗り出し、国民の救済を図

りましたが、国際協調が十分図られたとは言い難い

状況でした。 

 

●ポスト冷戦期は、グローバルな市場経済が中心にあ

り、安全保障と経済は別の問題。地球環境は外部経済。

民主主義や自由は、経済的に豊かになれば自動的に

進んでいくという暗黙の前提があったと思います。 

 

●しかし、その前提は大きく変わりました。グローバル

経済は厳然と存在しています。しかし、現在の世界で

は地政学的な競争が前面に出ており、安全保障と経

済を切り離して考えることができなくなっています。 

 

●気候変動をはじめとする地球環境問題や持続可能な

開発の問題は、経済のあり方や企業行動を大きく変

え、経済や貿易のルールも変革を迫られています。し

かし、それに伴って南北対立が生じ、多国間における

意思決定が困難になっています。 

 

●世界では民主主義が押し戻される動きがあり、経済

的格差や大規模な移民や避難民への対応などで、民
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主主義下で意思決定が困難に直面している事例もあ

ります。 

 

●視野を未来に延ばせば、ＡＩ技術の飛躍的な発展が

あります。私は、この問題は、本質的には、人間性、

ヒューマニティのあり方の問題だと思います。人間

とは極めて不完全なものです。不完全であるがゆえ

に善にも悪にもなりうる。不完全な人間は、人間を超

える技術をコントロールできるのでしょうか。それ

は誰がどのようにしてルールを作るのでしょうか。

危険な独裁者がＡＩ技術を悪用することをどう防止

したらよいのでしょうか。 

 

●つまり、私たちは、市場経済という「神の見えざる手」

だけに導かれる世界にはもはやおらず、自分たちの

頭で広範で複雑な問題を総合的に考え、自分たちの

力で未来を切り開いていく時代にいます。政府も企

業も、そのことにより、次の世代により良い世界、す

なわち、「人間の尊厳」が尊重される社会を残してい

く責任を有していると思います。 

 

●このような状況は、我々にリスクだけではなく、チャ

ンスも与えていると思います。外交の世界で言えば、

多くの国が日本の意見を求め、発言や動向に注目を

してきています。岸田総理が議長をされた、昨年のＧ

７広島サミットの成功は象徴的であり、本年はこの
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成果を拡大・普遍化していきます。 

 

●グローバル経済が存在しつつ、地政学的な修正が起

こっている世界経済は、日本企業にとってもビジネ

スチャンスを増やしている側面もあると思います。 

 

●そのような中で、外務省は外交を通じて日本の国力、

特に経済力を増やすことに寄与していきたい。「失わ

れた３０年」を反転させ、持続可能な未来を残してい

くのは、私たちの世代の責任であると考えます。私が

「経済外交の新しいフロンティアを拓く」と述べて

きているのは、このような思いからです。 

 

●このような認識の下、本日、私は４つのことを述べた

いと思います。①自由で公正なビジネス基盤の確保

に努めること、②「グローバル・サウス」との連携を

通じ活力を取り込んでいくこと、③外務省として、官

民連携のために新たな取組を行っていくこと。私は

アカデミアとの連携も重視しています。そして、④外

務省自身も大きなダイナミズムに対応して自己変革

を行う必要があること、です。  

 

１．自由で公正なビジネス基盤の確保 

●まず、厳しい国際情勢の中だからこそ必要不可欠な

自由で公正なビジネス基盤の確保です。日本の人口

トレンド、エネルギーや資源の制約、島国という地理
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的条件を踏まえれば、日本は世界から孤立して生き

てはいけません。膨大な天然資源を持ち、厳しい制裁

にもかかわらず戦争を継続しているロシアのような

国とは自ずから異なります。 

 

（１）ルールに基づく自由で公正な経済秩序の維持・拡

大 

●日本にとり、ルールに基づく自由で公正な経済秩序

を維持、拡大していくことが不可欠です。国際社会が

変動する中、多くの国が分裂や破綻を想定していた

にもかかわらず、日本がＣＰＴＰＰの成立に主導的

な役割を果たしたことは象徴的だと思います。ＥＰ

Ａネットワークの拡大と履行確保を通じたメリット

の最大化や、ＩＰＥＦを通じたインド太平洋地域に

おける持続可能で包摂的な経済成長の実現といった

多層的な取組を続けていきます。 

 

●その一方で、現在、多国間の取組は深刻なチャレンジ

を受けています。次の世代に向けて大胆な改革を進

めていくことは我々世代の責務でもあり、日本はそ

うした取組の先頭に立って議論を主導して参ります。 

 

●ＷＴＯは国際貿易秩序の礎としての役割を長年果た

してきましたが、今日新たな挑戦に晒されており、そ

の改革は容易ではありません。しかし、ＷＴＯは、引

き続きミニマムなルールの基盤を提供していること
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も事実です。途上国を含む全ての国の利益に資する

ような形でＷＴＯにおける議論に粘り強く取り組み

ます。 

 

●自由で公正な経済秩序を整備していく上では、多国

間での取組に加え、二国間での取組も重要です。日本

は従来より、小さな国を含め、アジアを中心に各国の

法制度支援や国際仲裁の活用の推進などを通じて、

「法の支配」の促進のための取組を積極的に行って

いますが、今後はこれをアフリカ地域にも拡大して

いきます。腐敗・汚職の防止、取り締まりにおいて官

民一体となった取組も進めていきます。これらの取

組を通じて、自由で公正なビジネス基盤の確保に貢

献していきます。 

 

（２）経済安全保障 

●新しい状況の下に、近年、経済安全保障という概念が

出てきていますが、これは長期的かつ安定的なビジ

ネスの発展を確保する上での必要不可欠な「基礎イ

ンフラ」というべきものです。 

 

●特に、経済的依存関係を政治目的のために武器化す

る「経済的威圧」への対応が大きなチャレンジとなっ

ています。これに対抗するためには、エビデンスの収

集が不可欠であり、そうした面でも官民の連携が不

可欠です。このため、この度我が国在外公館に設けて
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いる日本企業支援窓口において、企業からの相談に

も対応していくこととしました。是非積極的にご活

用ください。 

 

（３）ＡＩ 

●新興技術であるＡＩについての問題意識は冒頭述べ

たとおりです。私は、人類の存続を脅かしうる問題と

捉え、危機感を持って問題に取り組んでいます。民間

セクターとも連携した上でのマルチステークホルダ

ーによるルール作りが不可欠となっています。 

 

●この課題に対して、日本は、「広島ＡＩプロセス」を

通じた生成ＡＩのガバナンスへの対応を引き続き主

導していくと同時に、ＯＥＣＤにおいても、５月の閣

僚理事会の議長国を務めるに当たり、「ＡＩ原則」の

見直しなど議論をリードしていきます。 

 

●ＡＩについての課題は、人間の知性と道徳性が問わ

れる課題です。技術を良き目的のために使う。これを

外交の世界でも進めていくため、科学技術外交によ

り力を入れていきたいと思います。 

 

２．「グローバル・サウス」との連携を通じた活力の取

込み 

●第二に、「グローバル・サウス」との連携を通じた活

力の取込みです。 
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●ここでは、「グローバル・サウス」に私自身が訪問し

外交の現場で感じたことを、全体を俯瞰しつつ、いく

つか紹介したいと思います。 

 

●まず、これらの諸国は一枚岩ではなく、地域ごと、国

ごとの事情や歴史的な背景を踏まえる必要があるこ

と。また、経済発展を中心として実利の追求を重視し

ていること。日本のこれまでの貢献が高い期待と信

頼につながっていること、です。 

 

●具体的には、東南アジアは、「グローバル・サウス」

の中でも、歴史的にも地理的にも日本に最も近いパ

ートナーです。昨年は日ＡＳＥＡＮ友好協力５０周

年に際し、特別首脳会議を開催し、共同ビジョン・ス

テートメントを発出しました。この地域において、日

本が信頼される友人であり続けることは、日本外交

にとって極めて重要です。ＧＸやＤＸ等の新たな分

野での協力、経済安全保障協力、人材交流の活性化を

推進していきます。 

 

●次に太平洋島嶼国です。太平洋島嶼国は水産資源の

供給地や天然資源の輸入先として重要な地域である

とともに、その狭小性や隔絶性から各国の強靱性や

連結性の強化が課題となっています。さらには、その

広大な海域ゆえ、地政学的な重要性も急速に高まっ
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ています。 

 

●日本は、気候変動、ＩＵＵ対策を含む各国のニーズや

大洋州島嶼国自らが策定した「２０５０年戦略」に沿

った協力を、本年開催するＰＡＬＭ１０の機会も活

用して戦略的に推進していきます。 

 

●次に中南米諸国です。この地域では、その多くの国が

自由貿易を推進しており、食料・重要鉱物を始め日本

のサプライチェーンを支える重要なパートナーです。 

 

●こうした観点から、私の打ち出した「中南米外交イニ

シアティブ」に基づき、ブラジルＧ２０やペルーＡＰ

ＥＣの機会も活用しながら、日系社会という日本独

自の切り口も活かしつつ、経済安全保障、スタートア

ップ支援といった今日的テーマでの連携を強化しま

す。イニシアティブの中にある、世界経済の大動脈で

あるパナマ運河の安定的利用の推進は、日本企業の

皆様の利益も確保するものと考えています。 

 

●今後は、南西アジアやアフリカなど、日本外交が見据

える水平線は長く伸びていきます。私なりの付加価

値を積極的につけていきたいと考えています。 

 

●アフリカについては、日本企業の投資が停滞してい

る状況を転換する必要があります。ＴＩＣＡＤプロ
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セスも活用して、アフリカにおける日本企業の競争

力強化を官民一体となって推進し、アフリカの成長

を日本の成長に取り込むとともに、経済的強靱性の

強化を図っていく考えです。 

 

●具体的には、「法の支配」の促進や経済制度の強化・

改善を通じてビジネスの予見可能性を高めます。ま

た、質の高いインフラ整備の促進にも積極的に取り

組みます。 

 

●このように、各国・各地域との外交を展開していくに

あたり、その手法も工夫して、きめ細やかに対応して

います。私は様々なステークホルダーとのつながり

を重層的に構築しつつ、外交活動と連動させていく

「アウトリーチ型の外交」を積極的に推進していま

す。 

 

●その中で、各国訪問のタイミングや駐日大使との面

会を、戦略的に進めてきました。例えば、１月の北欧

訪問に際して発表した「北欧外交イニシアティブ」で

は、グリーン、デジタル、科学技術といった成長分野

を中心に官民連携を深めることを確認しました。 

 

●このときには、北欧諸国の駐日大使と事前に面会し

て幅広い分野における協力について議論したことが

具体的な成果に繋がっており、これを更に充実させ
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ていきたいと考えます。 

 

３．新たな時代に対応した官民連携 

●第三に、新しい経済外交のフロンティアを拓いてい

くには、官民連携の形も新たな時代の要請に応えて

変化させる必要があり、これによりポテンシャルを

最大化させることができるかが問われています。 

 

●私は、各国訪問時には、必ず現地の日本企業との懇談

の機会を設けるようにしています。そうした機会に

頂いた貴重な意見は、今後の経済外交を推進する上

でのヒントとなるものばかりです。 

 

●ここで得られた教訓も踏まえ、本日は具体的な提案

をしたいと思います。現在の官民連携においては、縦

割りの打破が最大の課題であると考えます。これは、

外務本省と関係省庁・機関、在外公館と関係機関の在

外拠点などそれぞれに存在する縦割りです。これを

打破するために、在外公館が有するネットワークと

外務本省が有するネットワークをそれぞれ強化し、

両者を有機的に結合させ、これにより関係する全て

のステークホルダーが緊密に情報交換を行い、オー

ルジャパンとして、より効果的に連携できる体制を

目指します。これを「経済外交強化のための『共創プ

ラットフォーム』」と名付けました。 
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●外務本省では、ビジネス関係者との意思疎通を更に

活発に行い、経済界のニーズや戦略をより積極的に

把握するよう努めます。そして、これらを日本の経済

外交における戦略としっかり有機的に連動させてい

きます。例えば、今月地域毎に開催している大使会議

において、一つのプラットフォームの実践の場と位

置付け、実践する取組を進めています。 

 

●スタートアップ・中小企業海外進出、インフラシステ

ム海外展開を積極的に後押しします。また、日本経済

の成長力・イノベーション力強化に不可欠な対日直

接投資の拡大に向けた企業との協業も進めていきま

す。 

 

●更に、ＥＰＡを含む新たなルールメイキングにおい

ても、経済界とのインタラクティブなやりとりを強

化し、連携していきます。 

 

●また、在外公館では、日本企業支援担当官等の制度も

活用しつつ、公館長が先頭に立って各企業との接点

を増やし、スタートアップを含むより積極的な日本

企業支援を進めていきます。 

 

●グローバルな活動を展開する日本企業をサポートす

るためには、より多角的な視点が必要になります。 
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●例えば、インドでは、現地日本企業が拠点を設け、将

来の成長が期待できる第三国向けの輸出に取り組ん

でいるということを聞きました。また、トルコやＵＡ

Ｅでは、日本企業と現地企業がアフリカという成長

市場での連携に取り組んでいる実例について話をう

かがいました。いずれも、素晴らしい取組だと感じま

した。 

 

●こうした事例も念頭に、日本企業による第三国輸出

に向けたハブ拠点の設置等の取組の支援を進めます。

そして、現地企業との第三国市場での連携も視野に

入れ、在外公館が主体的にネットワーキングやマッ

チング機会を積極的に提供していきます。 

 

●また、多くの日本企業が広域の視点をもって戦略的

に海外拠点を設置していることも踏まえ、在外公館

が企業側の事情やニーズに呼応できるよう、「共創プ

ラットフォーム」を肉付けする具体的措置の一つと

して、今回新たに経済広域担当官の設置を検討して

いきます。 

 

●更に、世界では、アカデミアの周辺に次世代を担うス

タートアップが集積する傾向にあります。日本企業

と日本人研究者等の現地のアカデミアとの連携を大

使館がサポートすることで、スタートアップを含む

日本企業の海外進出を後押しし、その効果が日本に
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還元されるような取組も進めていきます。 

 

４．外務省の新たな挑戦 

●４つ目に述べたいことは、外務省はＯＤＡ改革やＷ

ＰＳの推進など、新たな挑戦を行っていくべきだと

いうことです。現在、日本の株価は非常に好調ですが、

これには企業の改革努力が寄与しているとも言われ

ています。あらゆる組織は、環境の変化にサバイブす

るために自己変革する必要があります。 

 

●ＯＤＡ改革については、持続可能な社会の構築に必

要となる膨大な資金ニーズに応えるべく、官民の垣

根を越えた資金動員のためのＯＤＡの活用に取り組

みます。先般「開発のための新しい資金動員に関する

有識者会議」を立ち上げたところです。 

 

●もう一つ、新たな挑戦は、ＷＰＳを主要外交政策の一

つとして推進し、具体的な取組に繋げていくことで

す。省内に新たなタスクフォースを設置しました。

「人」を大切にしない組織、ダイバシティを尊重しな

い組織は生き残っていくことはできません。外務省

の中でも意識の変化を感じ取っているところです。 

 

結語 

●皆様、本日私は、経済外交の新しいフロンティアを開

拓していくための取組について考えをお話してきま
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した。 

 

●日本が強くしなやかな経済力でさらに世界に存在感

を示すことができるよう、経済界とも緊密に連携し

ながらオールジャパンで取り組んで参りたいと考え

ています。 

 

●そのために、外務省としてもリソースを動員し、経済

外交の新たなフロンティアの開拓に果敢にチャレン

ジすべく組織を強化していく考えです。経団連の皆

様からも引き続き御協力と御助言を賜れますと幸い

です。 

 

●御静聴ありがとうございました。 
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